
２ 選考委員会は、委員３人をもって組織する。 

３ 選考委員会の委員は、学識経験を有する者及び関係団体の役職員のうちか

ら市長が委嘱する。 

４ 選考委員会の委員の任期は、３年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残

任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 前各項に定めるもののほか、選考委員会の組織及び運営に関し必要な事項

は、規則で定める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２９年７月１９日から施行する。ただし、第４条の規定

は、公布の日から施行する。 

 （川崎市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止） 

２ 川崎市農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例（平成１０年川崎

市条例第２２号）は、廃止する。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

 農業委員会等に関する法律第８条第２項及び第１８条第２項の規定に基づき、

川崎市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるとともに、

川崎市農業委員会委員選考委員会の設置等に関し必要な事項を定めるため、こ

の条例を制定するものである。 

 

議案第１７８号 

 

川崎市コンベンションホール条例の制定について 

 

川崎市コンベンションホール条例を次のとおり制定する。 

 

平成２８年１１月２８日提出 

川崎市長 福 田 紀 彦  

 

川崎市コンベンションホール条例 

 （目的及び設置） 

第１条 企業、研究機関、市民その他の多様な主体が交流する機会を創出する

ことにより、これらの者の間における連携を促進し、もって地域経済の活性

化その他の地域の活力の向上に寄与するため、川崎市コンベンションホール

（以下「コンベンションホール」という。）を設置する。 

（位置） 

第２条 コンベンションホールの位置は、川崎市中原区小杉町２丁目２７６番

地１とする。 

（事業） 

第３条 コンベンションホールは、第１条の目的を達成するため、次の事業を

行う。 

⑴ コンベンション（会議、討論会、講習会、展示会その他これらに類する

集会をいう。以下同じ。）等のための施設及び設備（以下「施設等」とい

う。）を利用に供すること。 

⑵ 施設等を利用する者に対するコンベンションの開催に係る支援を行うこ

議案第１７８号



 

と。 

⑶ コンベンションの誘致に関すること。 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、第１条の目的を達成するために必要な事業

に関すること。 

（指定管理者） 

第４条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその

指定するもの（以下「指定管理者」という。）にコンベンションホールの管

理を行わせる。 

⑴ コンベンションホールの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保

できること。 

⑵ 事業計画書の内容が、コンベンションホールの効用を最大限に発揮する

とともに管理経費の縮減が図られるものであること。 

⑶ 事業計画書の内容に沿ったコンベンションホールの管理を安定して行う

能力を有すること。 

２ 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認め

る書類を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の指定をしたときは、その旨を告示する。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第５条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、コンベ

ンションホールの管理を行わなければならない。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第６条 指定管理者は、施設等の利用許可に関する業務その他のコンベンショ

ンホールの管理のために必要な業務を行わなければならない。 

（利用時間及び休館日） 

第７条 コンベンションホールの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。



 

と。 

⑶ コンベンションの誘致に関すること。 

⑷ 前各号に掲げるもののほか、第１条の目的を達成するために必要な事業

に関すること。 

（指定管理者） 

第４条 市長は、法人その他の団体であって次の要件を満たすものとしてその

指定するもの（以下「指定管理者」という。）にコンベンションホールの管

理を行わせる。 

⑴ コンベンションホールの管理を行うに当たり、市民の平等な利用が確保

できること。 

⑵ 事業計画書の内容が、コンベンションホールの効用を最大限に発揮する

とともに管理経費の縮減が図られるものであること。 

⑶ 事業計画書の内容に沿ったコンベンションホールの管理を安定して行う

能力を有すること。 

２ 前項の指定を受けようとするものは、事業計画書その他市長が必要と認め

る書類を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項の指定をしたときは、その旨を告示する。 

（指定管理者が行う管理の基準） 

第５条 指定管理者は、この条例及びこれに基づく規則の規定に従い、コンベ

ンションホールの管理を行わなければならない。 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第６条 指定管理者は、施設等の利用許可に関する業務その他のコンベンショ

ンホールの管理のために必要な業務を行わなければならない。 

（利用時間及び休館日） 

第７条 コンベンションホールの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。

 

ただし、指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、利用時間を変更

し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。  

利用時間 午前９時から午後１０時まで 

休館日 １２月２９日から翌年の１月３日までの日 

（利用許可） 

第８条 コンベンションホールの施設等を利用しようとする者は、指定管理者

の許可を受けなければならない。 

（利用料金） 

第９条 前条の許可を受けた者（以下「利用者」という。）は、指定管理者に

利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を支払わなければならない。 

２ 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由

があると認めるときは、この限りでない。 

３ 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、あらかじめ市長の

承認を得て、指定管理者が定めるものとする。 

４ 利用料金は、指定管理者の収入とする。ただし、市長は、必要があると認

めるときは、指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することが

できる。 

（利用料金の減免） 

第１０条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減

額し、又は免除することができる。 

（利用料金の返還） 

第１１条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、

あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することがで

きる。 

（利用許可の制限） 



 

第１２条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他施設等の利用を不適

当であると認めるときは、第８条の許可をしない。 

（利用許可の取消し等） 

第１３条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、第８条の許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくは停止

することができる。 

⑴ 利用の目的に反したとき。 

 ⑵ 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。 

 ⑶ 偽りその他不正な行為により第８条の許可を受けたとき。 

 ⑷ 災害その他の事故により利用できなくなったとき。 

 ⑸ 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなっ

たとき。 

⑹ 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反した

とき。 

（施設等の変更禁止） 

第１４条 利用者は、施設等を利用する場合において、これを模様替えし、又

はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理

由があると認めるときは、この限りでない。 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第１５条 利用者は、施設等を利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸して

はならない。 

（原状回復） 

第１６条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は第８条の許可を取り消され、

若しくは施設等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその

施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。 



 

第１２条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他施設等の利用を不適

当であると認めるときは、第８条の許可をしない。 

（利用許可の取消し等） 

第１３条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めると

きは、第８条の許可を取り消し、又は施設等の利用を制限し、若しくは停止

することができる。 

⑴ 利用の目的に反したとき。 

 ⑵ 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。 

 ⑶ 偽りその他不正な行為により第８条の許可を受けたとき。 

 ⑷ 災害その他の事故により利用できなくなったとき。 

 ⑸ 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなっ

たとき。 

⑹ 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反した

とき。 

（施設等の変更禁止） 

第１４条 利用者は、施設等を利用する場合において、これを模様替えし、又

はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理

由があると認めるときは、この限りでない。 

（利用権の譲渡等の禁止） 

第１５条 利用者は、施設等を利用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸して

はならない。 

（原状回復） 

第１６条 利用者は、施設等の利用を終了し、又は第８条の許可を取り消され、

若しくは施設等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその

施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。 

 

（取消し等による損害の責任） 

第１７条 市及び指定管理者は、第１３条第５号に該当する場合を除き、第８

条の許可の取消し又は施設等の利用の制限若しくは停止によって利用者に生

じた損害については、その責めを負わない。 

（損害の賠償等） 

第１８条 施設等を損傷し、又は滅失させた者は、市長の指示に従いこれらを

原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がや

むを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除すること

ができる。 

（入館等の制限） 

第１９条 指定管理者は、他人の迷惑となるおそれのある者その他管理上支障

があると認められる者については、入館を断り、又は退館させることができ

る。 

（委任） 

第２０条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、

規則で定める。 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第４条（指定管理者に

コンベンションホールの管理を行わせることに係る部分を除く。）及び第２０

条の規定は、公布の日から施行する。 

別表（第９条関係） 

１ 施設利用料 

種  別 

金  額 

午 前 午 後 夜 間 全 日 

9時～12時 1時～5時 6時～10時 9時～10時 



 

 

     

 

 
 

 

ホール 

区画しない場合 251,530円 335,370円 335,370円 922,270円 

区

画

す

る

場

合 

ホールＡ 94,370円 125,820円 125,820円 346,010円 

ホールＢ 78,470円 104,630円 104,630円 287,730円 

ホールＣ 78,690円 104,920円 104,920円 288,530円 

控室 

第１控室 2,730円 3,650円 3,650円 10,030円 

第２控室 2,350円 3,140円 3,140円 8,630円 

第３控室 2,480円 3,310円 3,310円 9,100円 

ホワイエ 55,650円 74,200円 74,200円 204,050円 

会議室 

第１会議室 5,830円 7,770円 7,770円 21,370円 

第２会議室 5,940円 7,920円 7,920円 21,780円 

第３会議室 5,160円 6,880円 6,880円 18,920円 

第４会議室 5,180円 6,910円 6,910円 19,000円 

備考 １ 午前、午後又は夜間の利用時間の区分を超えて利用する場合

の施設利用料の額は、超過時間１時間（１時間に満たないとき

は、これを１時間とする。）につき、その直前の利用時間の区

分における規定利用料の１時間当たりの額の２割増相当額（１

０円未満の端数は、切り捨てる。）とする。ただし、午前と午

後又は午後と夜間の当該２区分を引き続き利用する場合の中間

時間の施設利用料は、無料とする。 

   ２ ホワイエの施設利用料は、ホールを区画しない場合その他管

理上支障がない場合であって指定管理者が専用利用を認めると

きの施設利用料とする。 

２ 設備利用料 

単  位 金  額 

 

 

 

 



 

 

     

 

 
 

 

ホール 

区画しない場合 251,530円 335,370円 335,370円 922,270円 

区

画

す

る

場

合 

ホールＡ 94,370円 125,820円 125,820円 346,010円 

ホールＢ 78,470円 104,630円 104,630円 287,730円 

ホールＣ 78,690円 104,920円 104,920円 288,530円 

控室 

第１控室 2,730円 3,650円 3,650円 10,030円 

第２控室 2,350円 3,140円 3,140円 8,630円 

第３控室 2,480円 3,310円 3,310円 9,100円 

ホワイエ 55,650円 74,200円 74,200円 204,050円 

会議室 

第１会議室 5,830円 7,770円 7,770円 21,370円 

第２会議室 5,940円 7,920円 7,920円 21,780円 

第３会議室 5,160円 6,880円 6,880円 18,920円 

第４会議室 5,180円 6,910円 6,910円 19,000円 

備考 １ 午前、午後又は夜間の利用時間の区分を超えて利用する場合

の施設利用料の額は、超過時間１時間（１時間に満たないとき

は、これを１時間とする。）につき、その直前の利用時間の区

分における規定利用料の１時間当たりの額の２割増相当額（１

０円未満の端数は、切り捨てる。）とする。ただし、午前と午

後又は午後と夜間の当該２区分を引き続き利用する場合の中間

時間の施設利用料は、無料とする。 

   ２ ホワイエの施設利用料は、ホールを区画しない場合その他管

理上支障がない場合であって指定管理者が専用利用を認めると

きの施設利用料とする。 

２ 設備利用料 

単  位 金  額 

 

 

 

 

 

  

１式、１本、１組、１台、１個、１枚、１キロワット 

その他１単位 １回 
30,000円 

 備考 １ 本表においては、午前、午後及び夜間をそれぞれ１回として

扱う。 

    ２ 午前、午後又は夜間の利用時間の区分を超えて利用する場合

の設備利用料の額は、超過時間１時間（１時間に満たないとき

は、これを１時間とする。）につき、その直前の利用時間の区

分における規定利用料の１時間当たりの額の２割増相当額（１

０円未満の端数は、切り捨てる。）とする。ただし、午前と午

後又は午後と夜間の当該２区分を引き続き利用する場合の中間

時間の設備利用料は、無料とする。 

 

 

参考資料 

 

   制 定 要 旨 

 

企業、研究機関、市民その他の多様な主体が交流する機会を創出することに

より、これらの者の間における連携を促進し、もって地域経済の活性化その他

の地域の活力の向上に寄与することを目的として、コンベンションホールを設

置するため、この条例を制定するものである。 


